
①ごみ袋の容量は10kg以内に抑える。
②資源ごみとして出された新聞紙の中に、チラシ等が紛れ
こまないように区分する。
③袋にはきちんと名前を書く。
　「家庭ごみの分け方・出し方」を再度ご確認ください。
（いいしクリーンセンターHPでも確認できます）

みの出し方を再確認ご
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耐
震
診
断

●
対
象
　
町
内
に
あ
る
木
造
住
宅
で
①

と
②
に
該
当
す
る
住
宅

①
所
有
者
が
自
ら
居
住
し
て
い
る
、一
戸

建
て
の
住
宅
か
併
用
住
宅

②
昭
和
56
年
５
月
31
日
以
前
に
工
事
着

手
し
た
住
宅

●
助
成
額
　
診
断
に
必
要
な
費
用
の
３

分
の
２
以
内
の
額（
千
円
未
満
切
捨
て
）

上
限
６
万
円

耐
震
改
修

●
対
象
者
　
次
の
①
〜
③
に
該
当
す
る

住
宅
を
所
有
し
、自
ら
居
住
し
て
い
る
人

①
町
内
に
あ
る
一
戸
建
て
か
併
用
の
木
造

住
宅

②
昭
和
56
年
５
月
31
日
以
前
に
工
事
着

手
し
た
住
宅

③
耐
震
診
断
の
結
果
、上
部
構
造
評
点

が
１・０
未
満
と
判
定
さ
れ
た
住
宅

●
助
成
額
　
耐
震
改
修
工
事
に
必
要
な

費
用
の
23
％
以
内
の
額（
千
円
未
満
切
捨

て
）１
棟
あ
た
り
上
限
80
万
円

※
事
前
着
手
は
認
め
て
い
ま
せ
ん
。申
請

す
る
場
合
は
、必
ず
事
前
に
相
談
し
て
く

だ
さ
い
。

■
問
合
せ

建
設
課
　
電
話
７
６・３
９
４
２

間
住
宅
の
耐
震
診
断・

耐
震
改
修
費
を
助
成

民

■
児
童
扶
養
手
当

●
受
給
資
格

　
父
母
の
離
婚
な
ど
に
よ
り
父（
母
）と

生
計
を
と
も
に
し
て
い
な
い
児
童（
18
歳

未
満
）の
母（
父
）、ま
た
は
父（
母
）が
身

体
な
ど
に
重
度
の
障
が
い
が
あ
る
児
童
の

母（
父
）あ
る
い
は
父
母
に
か
わ
っ
て
そ
の

児
童
を
養
育
し
て
い
る
人
に
対
し
、児
童

の
健
や
か
な
成
長
を
願
っ
て
支
給
さ
れ
る

手
当
で
す
。

※
平
成
26
年
12
月
１
日
よ
り
公
的
年
金

を
受
給
し
て
い
る
父
母
ま
た
は
養
育
者
も

児
童
扶
養
手
当
の
対
象
と
な
り
ま
し
た
。

※
父（
母
）ま
た
は
養
育
者
が
日
本
国
内

に
住
所
を
有
し
な
い
場
合
は
、手
当
は
支

給
で
き
ま
せ
ん
。

●
手
当
の
額（
月
額
）

　
全
部
支
給
　
４
３
１
６
０
円

　
一
部
支
給
　
４
３
１
５
０
円
〜

　
　
　
　
　
　
　
　
　 

１
０
１
８
０
円

　
児
童
２
人
以
上
の
加
算
額

　
　
　  

５
１
０
０
円
〜
１
０
１
８
０
円

　
児
童
３
人
目
か
ら
の
加
算
額

　
　
　
　   

３
０
６
０
円
〜
６
１
０
０
円

●
対
象
　
町
内
に
設
置
さ
れ
た
ブ
ロッ
ク

塀
等
で
①
〜
③
に
該
当
す
る
も
の

①
通
学
路
か
避
難
路
に
面
し
て
い
る

②
危
険
な
ブ
ロッ
ク
塀
等
と
認
め
ら
れ
る

③
ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
の
高
さ
が
80
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
以
上

※
ブ
ロッ
ク
塀
等
＝
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ブ
ロッ

ク
造
、
石
造
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
、
れ
ん

が
造
そ
の
他
の
組
積
造
の
塀

●
対
象
経
費

①
ブ
ロッ
ク
塀
等
の
撤
去
費
、
撤
去
後
の

新
設
工
事
費

②
産
業
廃
棄
物
運
搬
・
処
分
費

③
新
設
塀
等
の
材
料
費

●
助
成
額
　「
撤
去・再
設
置
」に
必
要

な
費
用
か
ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
の
長
さ
に
８
万

円
を
乗
じ
た
額
の
い
ず
れ
か
低
い
方
の
額

の
３
分
の
２
以
内
の
額（
千
円
未
満
切
捨

て
）　
上
限
26
万
４
千
円

　
こ
の
事
業
は
、
通
行
者
の
安
全
確
保

を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。
詳
し
く
は
、
建

設
課
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
問
合
せ

建
設
課
　
電
話
７
６
・
３
９
４
２

ロ
ッ
ク
塀
等
の
撤
去
・

再
設
置
費
用
を
助
成

ブ

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
で

「
飯
南
町
元
気
回
復
券
」を
全
町
民
に
郵

送
配
布
し
て
い
ま
す（
１
人
当
た
り
１
万

円
分
）。令
和
３
年
８
月
31
日
ま
で
に
ご

利
用
く
だ
さ
い
。

●
利
用
で
き
る
お
店

　
元
気
回
復
券
に
同
封
し
た一覧
表
に
記

載
し
て
い
ま
す
。
最
新
の
利
用
可
能
店

舗
（
券
配
布
後
の
追
加
店
舗
あ
り
）
は
、

C
A
T
V
、
H
P
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

●
感
染
症
対
策
の
徹
底

　
基
本
的
な
感
染
症
対
策（
密
の
回
避
、

マ
ス
ク
の
着
用
等
）を
心
が
け
て
く
だ
さ

い
。特
に
８
月
中
は
、店
舗
の
混
雑
が
予

想
さ
れ
ま
す
。

■
問
合
せ

産
業
振
興
課
　

電
話
７
６
・
２
２
１
４

気
回
復
券
の
利
用
は

８
月
末
ま
で

元

（R2.4～R3.3）

■問合せ 
いいしクリーンセンター　電話72-9217 
住民課　電話76-2213

氏名の記載なし
直接持ち込みが必要
袋の間違い
ごみの出し方の間違い
ごみ袋を２重にしている
収集後の後出し
容量を超えている
生ごみの水切不十分
地区外
その他
　　   合　計

19
13
35
71
6
0
38
1
0
5

188

収集できない理由 件　数

種類別散在性ごみ収集量

（kg）

0

500

1000

1500

2000

2500

散在性ごみ収集活動集計表

ビン その他の不燃ごみ 計カン可燃ごみ （kg）

地区別散在性ごみ収集量

志々頓原来島赤名

前回実施した令和元年度と比較し、カン類を除いては全体的にごみの量が減少しました。今後も美しいまちづくりへのご理解、ご協力をお願いします。

■
特
別
障
害
者
手
当

●
受
給
資
格

　
身
体
ま
た
は
精
神
に
著
し
く
重
度
の

障
が
い
が
あ
る
た
め
、日
常
生
活
で
常
時

特
別
な
介
護
を
必
要
と
す
る
20
歳
以
上

の
方
。

※
対
象
者
が
次
の
事
項
に
該
当
す
る
場

合
は
、手
当
は
支
給
で
き
ま
せ
ん
。

・社
会
福
祉
施
設
等
に
入
所
し
て
い
る

・病
院
に
継
続
し
て
３
カ
月
を
超
え
て
入

院
し
て
い
る

※
原
爆
介
護
手
当
を
受
給
し
て
い
る
人

に
は
、特
別
障
害
者
手
当
を
調
整
し
て
支

給
し
ま
す
。

●
手
当
の
額（
月
額
）

　・・・・・２
７
３
５
０
円

■
障
害
児
福
祉
手
当

●
受
給
資
格

　
身
体
ま
た
は
精
神
に
著
し
く
重
度
の

障
が
い
が
あ
る
た
め
、日
常
生
活
で
常
時

特
別
な
介
護
を
必
要
と
す
る
20
歳
未
満

の
児
童
。

※
対
象
児
童
が
次
の
事
項
に
該
当
す
る

場
合
は
、手
当
は
支
給
で
き
ま
せ
ん
。

・障
が
い
を
事
由
と
す
る
公
的
年
金
を
受

け
ら
れ
る

・児
童
福
祉
施
設
等
に
入
所
し
て
い
る

●
手
当
の
額（
月
額
）

・・・・・１
４
８
８
０
円

■
特
別
児
童
扶
養
手
当

●
受
給
資
格

　
身
体・知
的・精
神
に一定
の
障
が
い
が

あ
る
20
歳
未
満
の
児
童
を
養
育
し
て
い
る

父
母
ま
た
は
養
育
者
。

※
対
象
児
童
が
次
の
事
項
に
該
当
す
る

場
合
は
、手
当
は
支
給
で
き
ま
せ
ん
。

・障
が
い
を
事
由
と
す
る
公
的
年
金
を
受

け
ら
れ
る

・児
童
福
祉
施
設
等
に
入
所
し
て
い
る

●
手
当
の
額（
月
額
）

１
級・・・５
２
５
０
０
円

２
級・・・３
４
９
７
０
円

　
今
回
紹
介
し
た
手
当
制
度
の
受
給
資

格
に
は
、該
当
す
る
障
が
い
の
程
度
に
基

準
が
あ
り
、所
得
制
限
等
が
定
め
ら
れ
て

い
ま
す
。

　
受
給
資
格
に
該
当
す
る
と
思
わ
れ
る

場
合
は
、申
請
さ
れ
る
前
に一
度
ご
相
談

く
だ
さ
い
。

■
問
合
せ

福
祉
事
務
所
障
が
い
福
祉
担
当

電
話
７
２・１
７
７
３

和
３
年
度
の
手
当
額
の
改
定
は
あ
り
ま
せ
ん

令 〜
児
童
扶
養
手
当
・
特
別
児
童
扶
養
手
当
・
特
別
障
害
者
手
当
・
障
害
児
福
祉
手
当
〜
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